
排 出 基 準 第３条 第33条第１項

（対象） （対象）

法に基づく「ばい煙発生施設」（32種類）

（規制物質及び基準値(排出口)）

（規制物質及び基準値（排水口及び敷地境界線上））

③カドミウム

　及び 有 害 物 質

　その化合物

④塩素 30(　〃　)

⑤塩化水素 80,700(〃) 塩 素 3à 0.03à

⑥フッ素、フ 塩 化 水 素 20à 0.2à

　ッ化水素及

　びフッ化ケ

　イ素

⑦鉛及びその

　化合物

窒 素 化 合 物 100à 1à

①地域毎に施設に適用される基準を設定。

②⑧施設の種類及び規模によって基準を設定。

ア ン モ ニ ア 100à 1à

塩 化 ビ ニ ル 10à 0.1à

キ シ レ ン 300à 3à

臭 素 0.3à 0.003à

ト ル エ ン 200â 2à

二 硫 化 炭 素 30à 0.3à

フ ェ ノ ー ル 20à 0.2à

ベ ン ゼ ン 30à 0.3à

ホ ス ゲ ン 0.3à 0.003à

条例に定める「特定工場及びばい煙に係る特定施設設置工
場等」（特定施設数76(うち法の施設32を含む)）

③～⑦物質毎に基準が適用される施設の種類が限定され
ている。

物　　質 基　準　値　

①硫黄酸化物 Ｋ値2.34,11.5,17.5

資料41　大気汚染に係る規制措置の状況

根拠法令 大気汚染防止法 京都府環境を守り育てる条例

物　　質

基準値

②ばいじん 0.04～0.50(g/Nâ)
排出口(/Nâ)

敷地境界線上
(/Nâ)

ば
い
煙
発
生
施
設

有 害 物 質

1.0(mg/Nâ)
カドミウム及
びその化合物

⑧窒素酸化物 60～2000(ppm)

亜鉛及びその
化 合 物

ア ク リ ロ
ニ ト リ ル

ク ロ ム 及 び
そ の 化 合 物

シアン化水素
及 び シ ア ン
化 合 物

0.2mg 0.002mg

1.0～20(〃) フッ素、フッ
化 水 素 及 び
フッ化ケイ素

5mg 0.05mg

10～30(〃)
鉛 及 び そ の
化 合 物

0.3mg 0.003mg

20à 0.2à

ア ク リ ル
ア ル デ ヒ ド

0.3à 0.003à

7à 0.07à

アンチモン及
びその化合物

0.3mg 0.003mg

0.2mg 0.002mg

クロロホルム 30à 0.3à

20mg 0.2mg

ジクロロメタン 200à 2à

水銀及びその
化 合 物

0.2mg 0.002mg

すず及びその
化 合 物

7mg 0.07mg

テトラクロロ
エ チ レ ン

200à 2à

銅 及 び そ の
化 合 物

0.3mg 0.003mg

ト リ ク ロ ロ
エ チ レ ン

200à 2à

ニッケル及び
そ の 化 合 物

3mg 0.03mg

ひ素及びその
化 合 物

2mg 0.02mg

ホ ル ム
ア ル デ ヒ ド

2à 0.02à



メ タ ノ ー ル 700à 7à

硫 化 水 素 30à 0.3à

硫 酸 3mg 0.03mg

・窒素酸化物については、燃焼により生成するものを除

　く。

・大気汚染防止法の一部施設については、法と同じ有害

　物質に係る排出口基準は適用しない。

（第５条の２） （第33条第１項）

（対象） （対象）

　 　

（規制物質及び基準値）

（規制物質及び基準値）

ばいじん 同上（府内全域対象）

（第15条の２） （第49条第１項）

（対象） （対象）

　 　

（基準値）

（基準値）

(硫黄含有率)

規 制 基 準 （第18条の３） （第33条第１項）

（対象） （対象）

　　法に定める一般粉じん発生施設５種類 　

（規制対象施設及び基準）

コークス炉 （規制物質及び基準値(敷地境界線上)）

基準値

(mg/Nâ)

カドミウム及びその化合物の粉じん     0.002

クロム及びその化合物の粉じん     0.002

銅及びその化合物の粉じん     0.03

鉛及びその化合物の粉じん     0.003

その他の粉じん     0.5

　条例に定める「特定工場及び一般粉じんに係る特定施設

設置工場等」（ただし、大気汚染防止法の一般粉じん発生

施設を除く）

　府内７市２町（京都市、宇治市、城陽市、向日市、長

岡京市、八幡市、京田辺市、大山崎町、久御山町）にお

いて硫黄酸化物に係るばい煙発生施設を設置する工場等

で、すべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設を定格能

力で運転する場合において使用される原料及び燃料の量

を重油の量に換算したものの合計量が0.3kç/h以上の工

場等。

　特定工場（特定施設のうち、ばい煙に係る施設を設置す

る工場で、当該工場に設置されているすべてのばい煙に係

る施設を定格能力で運転する場合に使用される燃料の量を

重油の量に換算したものの合計が2kç/h以上のもの。）

マンガン及び
そ の 化 合 物

1mg 0.01mg

メチルエチル
ケ ト ン

300à 3à

総 量 規 制
基 準

物　　　質 基　準　値

硫黄酸化物
京都府で定める算式により算
出した値（法の対象地域を除
く）

物　　　質 基　　準　　値

硫黄酸化物
京都府で定める算式により算出
した値

燃 料 使 用
基 準

燃料の硫黄含有率が1.5％以下

燃料の
種　類

工場又は事業
場の規模

適用区域
使用基準

　府内７市２町（京都市、宇治市、城陽市、向日市、長

岡京市、八幡市、京田辺市、大山崎町、久御山町）にお

いて硫黄酸化物に係るばい煙発生施設を設置する工場等

で、すべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設を定格能

力で運転する場合において使用される原料及び燃料の量

を重油の量に換算したものの合計量が0.3kç/h未満の工

場等。

　府内７市２町（京都市、宇治市、城陽市、向日市、長岡

京市、八幡市、京田辺市、大山崎町、久御山町）を除く府

内の地域に所在する特定工場等で、当該特定工場等に設置

されているばい煙に係る特定施設等を定格能力で運転する

場合において使用される燃料の量を重油の量に換算したも

のの合計量が2kç/h未満のもの。）

重油その
他の石油
系燃料

原料及び燃料
の量を重油に
換算したもの
の合計量が
0.1kç/h以上
0.3kç/h未満

京都市域 0.5％以下

その他 0.8％以下

原料及び燃料
の量を重油に
換算したもの
の合計量が
0.1kç/h未満

京都市域 0.8％以下

その他 1.2％以下

一
般
粉
じ
ん
発
生
施
設

施　　設 基　　準

各施設毎に構造並びに使用及び
管理について基準設定

鉱物又は土石の堆積場 物　　　質

ベルトコンベア及びバ
ケットコンベア

破砕機及び摩砕機

ふるい



規 制 基 準 （第18条の５） （第33条第１項）

（対象） （対象）

　　法に定める特定粉じん発生施設９種類 　

（規制物質及び基準値（敷地境界線上））

物 質 基準値 （規制物質及び基準値（敷地境界線上））

石 綿 10本/ç 法 と 同 じ

作 業 基 準 （第18条の14）

（対象）

　法に定める特定粉じん排出等作業２種類

（作業内容及び基準）

基　準

抑 制 基 準 （附則）

（対象）

　法に定める指定物質排出施設11種類

（規制物質及び基準値）

ベンゼン

トリクロロエチレン

テトラクロロエチレン

　条例に定める「特定工場及び特定粉じんに係る特定施設

設置工場等」

特
定
粉
じ
ん
発
生
施
設

作　業　内　容

延べ面積500㎡以上の耐火建築物又は準
耐火建築物の解体作業で石綿使用面積が
50㎡以上の場合

石綿飛散防止対
策について各作
業毎に作業基準
設定

延べ面積500㎡以上の耐火建築物又は準
耐火建築物の改造等の作業で、その対象
となる建築物の部分における石綿使用面
積が50㎡以上の場合

指
定
物
質
排
出
施
設

物　　質 基　準　値　

50～1,500(mg/Nâ)

150～500(　〃　)

150～500(　〃　)
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